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船舶事故調査報告書 

 

平成２３年９月８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２３年２月７日 １５時２０分ごろ～１５時３０分ごろの間） 

発生場所 不明（福岡県苅田町苅田港東方沖 苅田港北防波堤灯台から真方位

１０３°１３.９海里（Ｍ）付近～同灯台から真方位１０３°１１.６Ｍ付

近） 

事故調査の経過  平成２３年２月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

砂利石材等運搬船 第七運
うん

栄
えい

丸、４９９トン 

 １３２３３０、有限会社山二海運（所有者）、東亜海運産業株式会社（運

航者） 

 ７３.８６ｍ×１３.５０ｍ×６.９７ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成７年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６４歳 

五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 ○ 昭和４５年９月１１日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年１１月５日 

  免状有効期間満了日 平成２８年３月１８日 

一等航海士 男性 ６２歳 

 五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日○  昭和４８年６月２９日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年１１月５日 

  免状有効期間満了日 平成２８年５月２５日 

 死傷者等 死亡 １人（一等航海士） 

 損傷 なし 

 事故の経過 

 

 本船は、船長ほか３人が乗り組み、苅田港東方沖を針路約０９９°（真

方位）及び約１４ノットの対地速力で航行中、船長が１人で船橋当直に当

たり、一等航海士、次席一等航海士及び一等機関士が船倉の水洗い作業を

開始した。 

 次席一等航海士及び一等機関士は、ホース２本で放水して船倉内を洗い

流し、汚水をポンプで排水したのち、拭き取った汚水をバケツにため、一

等航海士は、甲板上でそのバケツを引き上げて船外に捨てる作業を行って

いた。 

次席一等航海士は、平成２３年２月７日１５時２０分ごろ、船倉内で一

等機関士と残った汚水を拭き取る作業をしていたが、バケツ１個では作業

効率が悪かったので、ハッチコーミングの左舷船尾側で作業をしていた一



 - 2 -

等航海士にもう１個のバケツを下ろすように依頼した。 

一等機関士は、１５時３０分ごろ、追加したバケツが船倉内に下ろされ

ていないことを次席一等航海士から聞いて甲板に上がったところ、一等航

海士がいないことに気付き、船内を探したが見当たらなかった。 

船長は、次席一等航海士の報告を受け、本船を反転させて海上の捜索を

開始するとともに、海上保安庁や運航者等に連絡した。 

一等航海士は、１７時５５分ごろ、苅田港東方沖（北緯３３°４６′東

経１３１°１４′付近）で海上保安庁の航空機により発見され、１８時２

０分ごろ、巡視艇により心肺停止状態で揚収され、のち死亡が確認され

た。 

一等航海士の死因は、溺水と検案された。 

 気象・海象 

  

気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：波 平穏、潮流 ほとんどなし、海水温度 約８℃ 

 その他の事項  本船のハッチコーミングから舷側までの通路の幅は、約１ｍであり、舷

側には、高さ約７０cm のハンドレールが設置され、船尾甲板は、ブルワー

クで囲われていた。 

一等航海士が落水した状況を目撃した乗組員は、いなかった。 

一等航海士の健康状態は、良好であった。 

 一等航海士は、甲板上で作業していた際、作業用救命胴衣を着用してい

なかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

不明 

 一等航海士の死因は、溺水であった。 

本船は、苅田港東方沖を東進中、甲板上で作業

していた一等航海士が、１５時２０分ごろ次席一

等航海士と作業の連絡を行ったのち、１５時３０

分ごろ甲板上にいないことに一等機関士が気付い

たことから、この間において、一等航海士が落水

したものと考えられるが、落水した状況を明らか

にすることはできなかった。 

一等航海士は、落水して溺水したものと考えら

れるが、溺水に至った状況を明らかにすることは

できなかった。 

原因  本事故は、本船が苅田港東方沖を東進中、甲板上で作業していた一等航

海士が落水したことにより発生したものと考えられる。 

参考 本事故後、運航者は、次の改善措置をとった。 

・船倉水洗い作業時、甲板上で作業する乗組員は、作業用救命胴衣、命

綱及び安全ベルトを着用すること。 

・甲板上に取り外し可能な支柱を設置し、甲板作業時、ハンドレールよ

りも高い位置に落水防止用ロープを張ること。 

 




